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はじめに

強固なカルテル―価格設定、入札操作（談合）、生産制限、市場分割に関する競合者間

の取り決め―は、最も重大かつ有害な競争法違反です。強固なカルテルは、価格のつり

上げや供給制限によって消費者の利益を損なうほか、カルテルが無ければ競争力が働い

ていたような国に市場支配力、浪費、非効率をもたらします。

カルテルが有害であることは広く理解されていますが、カルテルがどの程度の損害を

もたらすかについてはあまりよく知られていません。カルテルが消費者にどのような損

害を与えるのかを理解するとともに、その損害の大きさを認識することが重要です。こ

うした理解が、カルテル参加者へのより効果的な制裁を含め、より効果的なカルテル防

止策につながります。OECDはこうしたテーマ――強固なカルテルがもたらす損害とそ

れに対する効果的な制裁――に関する研究を行っており、以下にその結果を紹介します。

この研究の詳細については、OECD競争委員会が2002年に公表する「強固なカルテルの

本質と影響及び各国競争法の下でのカルテルへの制裁に関する報告書」の中で解説され

ます。

強固なカルテル－損害と効果的制裁
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カルテルはどの程度の損害を
もたらすか

カルテルは消費者に損害を与え、経済効率に有

害な影響を及ぼす。カルテルの成功によって、価

格が競争的な水準以上へとつり上げられる他、生

産が削減される。消費者は、カルテルによって価

格が上昇しているため欲しい製品の一部または全

部の購入をあきらめるか、カルテル価格を支払う

ことによって知らないうちにカルテル事業者に富

を移転させるかのどちらかを選択することにな

る。更に、カルテルはカルテル参加者が市場競争

にさらされないようにすることによって、コスト

削減やイノベーションへの意欲を殺いでしまう。

これらの効果のすべてが市場経済の効率性に悪影

響を及ぼす。

しかし、これらの影響を定量化するのは容易で

はない。そのためには、カルテルの下での実際の

市場状況と競争市場の存在を想定した場合の状況

とを比較してみる必要がある。競争当局は通常こ

うした計算を行っていない。こうした計算は困難
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カルテル当事者は自らの行為が
違法であることを知っているか

カルテル当事者は協定を内密にしようと知恵を

絞っていることから、彼らが自らの行為を有害か

つ違法であると十分認識していることが分かる。

彼らが競争プロセスをあからさまに蔑ろにしてい

ることもある。

このOECDの調査で、カルテル共謀者がその行

為を隠すためにとった方策の事例が明らかになっ

た。あるケースでは、共謀者は競争当局から書類

の提出を求められると、2台の車いっぱいに入札

書類を積み込んで田舎へ運び、「4回の大きな焚き

火」で丸1日かけて燃やしている。別のケースで

は、有罪の証拠となる書類の作成と保持には細心

の注意を払い、内部監査まで行いそうした書類を

存在させないよう確かめていた。共謀者間の事業

配分を示すスプレッドシートは保管しておく必要

制裁が効果的な抑止力を発揮する
ためには何が必要か

カルテルに対する制裁の主たる目的は抑止であ

る。抑止を効果的にするためには、カルテル行為

から利益の見込みを除去しなければならない。し

かし、すべてのカルテルが摘発され、処罰される

わけではない。従って、カルテルへの参加を検討

している者は、期待される利益の額だけでなく、

カルテルが摘発されて制裁を受ける蓋然性につい

ても考慮しよう。このため、多くの専門家は、起

訴され、有罪となった場合のカルテル参加企業へ

の罰金総額はカルテルによって得た利益以上にす

べきであると主張している。例えば、カルテルが

摘発され、処罰される可能性が3件に1件なら、罰

金が十分な抑止力を発揮するには、罰金はカルテ

ルによって実際に得られた利益の3倍でなければ

ならないということである。摘発・起訴されるカ

ルテルは6件か7件に1件の割合という見方もある

ので、その場合には、罰金は６倍以上ということ

になる。しかしながら、罰金は3倍にすべきだと

いう意見の方がより一般的である。

こうした罰金を科すには、カルテルによって得

られた利益の計算が必要となる。上述のように、

利益を確定するのは困難な場合がある。利益を計

算できない場合には、代わりに、カルテル参加企

業の総売上高の一定割合を使うことを勧める専門

家もいる。しかし、企業に対する最適の罰金を正

確に計算できるかどうかに関係なく、実際に最適

の罰金を科すのが難しい場合もある。それは、最

適の罰金がその企業を倒産させるほど大きくな

り、競争当局の意向に反して、その企業の市場か

らの撤退を招くことになってしまうケースもある

からである。従って、個人に制裁を科すようにし

て、その行為に対し個人的にリスクを負わせるこ

とも考えられる。個人に制裁を科すようにすれば、

抑止力を全体的に高められる可能性がある。

なうえ、一般に競争法でそこまで求められていな

いからである。

しかし、損害の推定が必要な場合には、当局は

たいてい、そうした計算を行う代わりに、カルテ

ルによってカルテル参加者に生じる違法な利益を

算出している。最も単純な形では、カルテルによ

る競争価格以上への「マーク・アップ（つり上げ）」

とカルテル協定の影響を受けた取引（数量）によ

って、損害の推定を行っている。「影響を受けた

取引」の量と、カルテル協定がなかった場合の

「競争」価格の両方を査定しなければならないの

で、この計算ですら難しい場合がある。

OECD競争委員会は、カルテルによる損害の詳

細を把握するため、1996年から2000年に加盟国

で起きたカルテル事例について調査を行った。回

答のあった国から全部で119の事例が報告された

が、その多くについては損害の推定はできなかっ

た。しかし、このOECDの調査で報告されたわず

か16件の大規模カルテルによって影響を受けた取

引は、世界全体で550億米ドルを超えている。こ

の調査によれば、カルテルによるマーク・アップ

はケースによって大幅に異なるが、50%以上にも

達する場合がある。したがって、カルテルによる

損害の規模が毎年巨額に上っていることは明らか

である。

があったので、ファイルをコンピュータのディス

クにコピーし、社員の祖母の家の地下室に隠して

いた。また別のケースでは、ある被告の内部文書

に、「競合企業は味方であり、顧客は敵である」

という非公式のモットーが記されていた。


